
1 
 

 

平成 26 年度内閣府本府政策評価（事後評価）（案）の概要 

 

１．内閣府本府における政策評価について 

 「行政機関が行う政策の評価に関する法律」第２条第１項の規定によ

り、原則として、分担管理事務（内閣府設置法第４条第３項に規定す

る事務）にあたる政策を対象に実施。 

→内閣補助事務（内閣府設置法第４条第１項、第２項）は対象外。 
 

 ３年毎に基本計画を策定（現行計画は平成 26 年度～28 年度）、政策評

価の実施に関する方針等を決定。 
 

 毎年度初めに実施計画を策定（平成 26 年度実施計画を平成 26 年４月

21 日に決定）、対象政策の評価の判断基準となる測定指標とその目標値

を策定。基本計画及び実施計画に基づき事後評価を実施。 

 年度途中に補正予算成立用により部局、施策の変更、追加があれば実

施計画を改定、（平成 26 年度実施計画は平成 27 年度４月７日に改定） 

 事後評価、事前分析表の作成にあたり行政事業レビューとの連携を図

っている。 

現行基本計画における政策評価サイクル 

(注１)基本計画・実施計画は、内閣総理大臣決定。補正予算成立等に伴い適時改定。 

(注２)これらの他、規制等を行う場合は「事前評価」を実施。 
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２．評価対象 

平成 26 年度に実施された 23 政策・86 施策のうち、評価実施時期が平成

27 年度となっている 21 政策・55 施策。残りは総合評価方式もしくは評価

の実施時期を重点化し、来年度以降に評価を行う。 

（「平成 26 年度内閣府本府政策評価実施計画」） 

 

３．政策評価結果について 

＜評価結果（目標の達成状況）＞ 

 

 

（注３）評価基準については、「目標管理型の政策評価の実施に関するガイドライン」（平

成 25 年 12 月 20 日政策評価各府省連絡会議了承）参照（参考資料３） 

評価 
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達成 
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施策数 0 23 24 4 0 4 55 

割合 0％ 41.8％ 43.6％ 7.3％ 0％ 7.3％ 100％


